
 

 

 

みなさんは、いずれは何らかの仕事について働くことになるでしょう。働くと、いろいろな

悩みや困ったことも出てくるかもしれません。その時、ぜひ、使ってほしいのが、下記に紹介す

る「労働法」です。 

「正規雇用」(正社員、正規職)であっても、「非正規雇用」 (派遣社員、契約社員、パートタ

イマー、アルバイト、役所等の非常勤職員、など)であっても、どんな雇用形態の労働者にも

等しく、 はたらくものの権利があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

若いあなたの未来のために 
あなたはいま、しあわせですか？ 

それとも何か不安をかかえていませんか？ 

私たちは、卒業を迎えたみなさんのこれからの人生が希望

に満ちた豊かなものとなることを願っています。 

みなさんの中には、はたらくことへの不安をかかえている

人もいるかもしれません。裏表紙に「はたらくものの権利」

をのせました。どうか参考にしてください。 

 戦争の不安はありませんか？ひとはだれでもしあわせにな

る権利があります。戦争はそれを奪う最大のものです。これ

からの日本がみなさんをしあわせに導くかどうか、残念なが

ら危ない時代になってきました。 

「あなたは祖国のために戦えますか？」と X（エックス）に

投稿したジャーナリストがいます。およそ戦争に行くはずも

ない政治家が「国を守る気概が必要」などと言い放つのもし

ばしば見聞きします。国を守るためには軍事力

は絶対必要であり、若者が戦争に行くのが当然

の義務だと言いたいようです。 

どうか、みなさん、ともに考えてください。 

戦争がなぜ起きるのか？だれが戦争を始めるのか？ 

 

 

 

 

※人権侵害と思われるときは下記へ〔弁護士と相談も可〕 
【連絡先】：hinokimiosk@yahoo.co.jp ０９０-５９００-０７８３  

大阪ネット 

マジで使おう！労働法 
労働法は労働者の人権を守るための法

律のことで、労働基準法（労基法）、労働組

合法、労働契約法、最低賃金法、男女雇用

機会均等法などがあります。 

なかでも、労働基準法は賃金や労働時間

など労働条件の最低基準を定めています。 

また、労働組合法には「労働三権」、つま

り労働組合の「団結権」、使用者と労働者が

対等の「団体交渉権」、ストライキなどの「団

体行動権」が定められています。 

セクハラ・パワハラは訴えよう！ 
パワハラは、労働者の人格や尊厳を否

定し人権を侵害する絶対に許されない行

為です。ハラスメントにあったら、「いつ」

「どこで」「誰に」「どのようなことをされた

（ 言われた）」かを、メモや録音などに残

しておくことが重要です。 

使用者はパワハラ・セクハラ・マタハラ

などを防止するための必要な措置を講じ

ることが義務づけられています。 

パートやアルバイトでも 
有給休暇は権利！ 
年次有給休暇（有休）はパ

ートやアルバイトなど、どんな

雇用形態でも働いた日数に応

じて取得できます。会社は有

休をとったからといって賃金カ

ットや解雇はできません。 

大阪府の最低賃金は時給１11４円！ 
賃金を労働契約どおりに支給しないのは、賃金支払

の原則に違反しています。賃金・労働条件の一方的な

引き下げも原則として許されません。（労働契約法） 

さらに「これ以下の賃金で働かせてはいけない」とい

う法律（最低賃金法）があり、それを下回る契約は無効

とされ使用者は罰せられます。もちろん、最低賃金はパ

ートやアルバイトにも適用されます。 

＊＊＊  一人で悩まず労働組合（ユニオン）に相談を ＊＊＊  
以上のほかにもいろんな権利があります。しかし、企業によっては、経営者がそれらの

権利を保障せず働かせるケースが増えています。いわゆる「ブラック企業」と呼ばれるよ

うな働かせ方です。 

残業いっぱいしてるのに、給料が少ないなど、なんかおかしいと思ったとき、職場に要

求や悩みを取り上げてくれる労働組合がなければ、地域には個人で加盟できる地域労

組が各地にあります。地域労組に相談して経営者と交渉（団体交渉）して権利・要求を

実現させている例はいくつもあります。困ったときには、地域労組に相談してください。 

「地域労組」 「地域ユニオン」で検索してください。 
大阪ネット 

mailto:hinokimiosk@yahoo.co.jp


 
戦争しないために「敵」国をつくらないよう平和外交に努力することが政府の大切な役

割です。 

でも、今の日本政府は平和外交に努力していると言えるでしょうか。 

いま、日本では、与那国島・石垣島・宮古島など南西諸島に自衛

隊のミサイル基地がどんどんつくられています。それだけでなく、日

本全国でミサイル弾薬庫や発射基地がつくられつつあります。※弾

薬庫やミサイル発射基地があれば、そこは「敵」国の攻撃目標になります。 

近畿でも大阪・奈良に接する京都精華町の祝園（ほうその）弾薬庫が大増設されようと

しています。※マスコミは取り上げませんが、地域住民中心に大反対運動が取り組まれています。 

このように、日本はどんどん戦争準備を進めているのです。 

しかし、戦争するためには戦場に行く人間（兵隊）が必要です。 

みなさんのところにも自衛隊から勧誘の郵便が届いていませんか？ それが、みなさんへ

の戦場へのお誘いなんです。 

私たちは、みなさんに戦争に行ってほしくありません。戦争に協力してほしくはありません。

戦争で人生を犠牲にしてほしくはありません。そのために何が起きているかを知り、何をす

べきか考えませんか？ 

戦争は自然災害ではありません。戦争は権力者や財界の儲けのために

つくりだされるものです。戦争がどのようにつくりだされるのか、一つの参考

例としてアニメ「戦争のつくりかた」（YouTube）をご覧ください。（右の QR

コードから視ることができます。） 

 
卒業式・入学式やオリンピックなどのスポーツ大会であたりまえのように掲げら

れ、歌われる「日の丸」「君が代」。でもね・・・。 

日本は 1945 年まで、朝鮮・台湾を植民地とし、中国やアメリカなどと戦争（日

中戦争・太平洋戦争）をしていました。日本は中国や東南アジアの国々に対して領

土と資源をうばうための戦争（侵略戦争）をしていたのです。 

その戦争をする上で、学校で子どもたちの「愛国心」を高めるために、「日の

丸」や「君が代」が用いられたのです。なぜなら、戦争に行くのは若者ですから。 

「君が代」の歌詞は、「天皇の治める世の中が千年も万年も続いて、小さな石が

大きな岩になり、岩にこけがはえるくらい永く続きますように」という意味で、天

皇をたたえ、天皇のために命をささげることが日本人としてもっとも美しい生き方だと

子どもたちに教えるための道具でした。  

戦前・戦中の日本は「戦争はいやだ」「兵隊になんか行きたくない」と言いたく

ても言えず、召集令状が来た人に「名誉なこと」「おめでとうございます」と言わ

ざるを得ない、ホンネが言えない社会でした。そんな社会に「日の丸」「君が代」

も一役買っていたのです。 

また、日本軍が占領したところでは多くの人びとが虐殺され、「日の丸」がかか

げられ、「君が代」が歌われました。つまり、「日の丸」「君が代」は日本が他国

を侵略するシンボルとして使われたわけです。 

そして、日本が起こした戦争によって、中国をはじめとしてアジアの人々がおよ

そ 2000 万人以上死んだといわれています。日本も東京・大阪などへの空襲や広

島･長崎への原爆投下、沖縄戦での民間人死者も含めて、300 万人以上が死んでい

ます。つまり「日の丸」「君が代」は戦争と深くかかわった歴史があるのです。  

大阪では「日の丸」「君が代」を強制する条例のもとで、公立学

校の卒業式や入学式で「君が代」を起立斉唱せよという職務命令が

教職員に出されています。立たなければ処分です。 

生徒は、「国歌だから歌え」と、歌詞の意味も説明されないまま「君が代」を歌

うよう指導されています。これっておかしくないですか。 

＊子どもの権利条約には、自分にかかわることについて意見を表明する権利と必

要な情報を受け取る権利が書かれています。 

＊国際人権自由権規約 18 条には、思想・良心・宗教の自由の厳格な保障が規定

されています。 

＊国連の自由権規約委員会は、2022 年 11 月、日本の「日の丸・君が代」強制

はこの自由権規約に違反しているので是正すべきとの勧告をしました。 

＊ILO/ユネスコも「国歌斉唱」を教職員に強制すべきではないと日本政府に勧

告しています。 

つまり、卒業式・入学式での「君が代」斉唱で「立つ・立たない、歌う・歌わないは 

自由」というのが国際社会の常識なのです。  

 

 

 

 

 

 

ぜひ読んでほしい「はだしのゲン」 
『はだしのゲン』には広島・長崎への原爆投下の悲惨な姿だ

けでなく、戦争中、日本軍＝天皇の軍隊が朝鮮・中国・東南

アジアでおこなった虐殺も描かれています。日本がおこなっ

た、まちがった侵略戦争の歴史を知り、二度とくり返さない

と決意することが平和を築いていく上で大切です。 

 あなたは知ってた？ 

宮古島に配備されたミサイル発射車両 

この発射口はどこに向いているのでしょう？ 


